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●住民票の写し
●印かん登録証明書
●戸籍全部（個人）事項証明書（※)
●戸籍の附票の写し（※)
※本籍地が標茶町の方のみ（住民登
　録が町外の方は事前登録が必要です）

６:30 ～ 23:00
（12月29日～１月３日を除く）

マイナンバーカードを利用して、住民票の写しや印かん登録証明書
などが、全国のコンビニエンスストアなどで取得できるようになります。

標茶町役場総務課電算管理係  コンビニ交付担当まで
https://town.shibecha.hokkaido.jp

マイナンバーカードがあると
住民票･印かん登録証明書･戸籍が

コンビニで取れます

マイナンバーカードがあると
住民票･印かん登録証明書･戸籍が

コンビニで取れます

●セイコーマート
●セブン - イレブン
●ローソン
●ファミリーマート　　　
　など

ご利用にあたっては、マイナンバーカード
が必要となります

015-485-2111
マイナンバーカードに関する

および

令和２年 GO!


